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タイトル︓「個⼈情報保護法と⼀般データ保護規則の規制単位の⽐較」 
 

本発表では⽇本の個⼈情報保護法と EU の⼀般データ保護規則(GDPR)における規制の「単位」の⽐較

を⾏う。従来のデータ保護法の⽐較は規制の「スコープ」と「実質」に着⽬するものがほとんどであった。

「スコープ」とは、法の下に置かれるデータ、アクター、⾏為を指す。データ保護法の規制セクターの定

義でオムニバス⽅式とセクトラル⽅式を対置するのはスコープに着⽬した議論の好例である。⼀⽅「実

質」とは、そのスコープ内のものに適⽤されるルールや義務、権利、⼿続きを指す1。本⼈との契約履⾏

のため個⼈データの第三者提供が必要な場合の同意取得の必要性などがその例である。個⼈情報保護法

と GDPR やデータ保護指令との⽐較は数多く⾏われてきたが、そのほとんどがこれらスコープや実質に

着⽬している2。例外としては、事前規制／事後救済の志向性や憲法との関係を論じたものが⾒られる程

度である3。本発表で扱う規制の単位は⾦融分野で論じている例があるが4、データ保護法分野においてそ

の観点での研究は限られている。規制の単位は条⽂に明⽂化されることは稀であるが、法の全体的なあ

り⽅を決定づける重要な「下部構造」といえる。 

⽇本法は事業者を単位として組み⽴てられた“operator-first”の構造といえる。つまり事業者、特にそ

の「境界」に着⽬した規制が中核を占める。例えば、ある個⼈に関する情報が与えられたとしても、その

情報を取扱う事業者及び容易に照合可能な範囲が決まらなければ、その情報が保護の対象になるかが決
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まらない。個⼈データの第三者提供に係る例外はいずれも「第三者ではない」故であり、物理的には事業

者の境界を越えていても、境界を越えていないと評価することで成り⽴っている。第三者提供と利⽤⽬

的との関係や、個⼈関連情報、仮名加⼯情報に関する規律にも事業者の境界に着⽬する⽇本法の枠組み

が⾊濃く認められる。 

こうした「出⼝」に着⽬した規制が導⼊された背景として藤原靜雄は、個⼈情報の保有を事前規制す

ることが困難であり出⼝で対応する外なかったことや、2000 年当時個⼈情報に関わる社会的懸念が漏洩

や不正な提供に集中していたことを挙げている5。 

⼀⽅、GDPR は処理、より正確には処理を構成する⼀連の操作を単位に規制が組み⽴てられた

“operation-first”の構造を持っている。処理が与えられれば、その中で controller/processor がどのよ

うにデータを持っているかにかかわらず、パーソナルデータであるか否かが判断できる。また、controller

であるか否かも⼀連の操作の⽬的と⼿段を決定したかによって決まり、⾃らが処理する情報がパーソナ

ルデータであるかは問題とならない。このように処理や⼀連の操作を先に確定させ、その後に controller

やパーソナルデータ該当性を判断する考え⽅は Fashion ID 事件や IAB Europe 事件、Norra Stockholm 

Bygg 事件等の欧州司法裁判所判決に⾒ることができる6。 

中でも Meta Platforms Inc v Bundeskartellamt 事件の欧州司法裁判所判決は注⽬に値する7。本事

件では Facebook内でのターゲティング広告配信のため、InstagramやWhatsApp といったMeta が運

営する Facebook 以外のサービスや、Like ボタンを配置した Meta 外のサイト上でのユーザの⾏動を利

⽤したことが問題となった。欧州司法裁判所は、たとえ同じMeta が運営しているからといって、ユーザ

は Facebook 以外のサービスを利⽤しているときにその履歴データが Facebook で使われることは「合

理的に期待」できないとして、サービスをまたいだデータの統合にはデータソースごとに同意が必須と

判断した。これは事業者よりも細かい「操作」の単位に着⽬した判断と⾒ることができる。 

本発表では個⼈情報保護法と GDPR がそれぞれ“operator-first”と“operation-first”であることを歴

史的経緯や判例等から⽰した後、組織をまたいだデータ連携が⼀般的となった現代においては

“operation-first”の規制の⽅が効果的に個⼈データの保護ができることを指摘する。 
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